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2018/19年度から実施となる、当該査定実務慣行の変更により、
香港との包括的二重課税防止協定を締結していない国・地域（す

なわち、非CDTA締結国・地域）で発生した、特定の利子所得に対
する外国課税のみが、最近改定された内国歳入法（以下「IRO」）

のセクション16（1）（c）に基づく損金算入の対象となります。

非CDTA締結国・地域で発生した、他のすべての種類の所得（す

なわち、ロイヤリティ、マネジメント料またはサービス料）の総収入
に対して課される外国源泉税は、IROのセクション16（1）に基づく

損金算入の対象ではなくなるため、香港における片務的な税額
控除が認められなくなります。

CDTA締結国・地域で生じた外国課税に対する香港の二重課税
防止については、香港が当該国・地域との間に締結している

CDTAに基づく税額控除という形でのみ認められます。

IRDが、あらゆる種類の所得の総額に対して課される外
国源泉税について、IROのセクション16（1）に基づく損金
算入を認めない方針へと査定実務慣行を変更1

1. IRDが2019年7月19日、改訂DIPN 28を
発行しました。その後、IRDが2019年8月
中旬に、2019年7月版（7月版）を更新版
（8月版）に差し替えました。8月版では、2
つの重要な変更点があります。

i. 「事業所得税」は「利益又は所得に対
する租税」に置き換えられている

ii. 「セクション16（1）（c）の規定を前提

に、利得又は所得（例：ロイヤリティ、
ライセンス料に対する源泉税、サービ
ス料、マネジメント料）に対する外国
課税の損金算入が認められない。」と
いう条項が新たに追加された。
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内国歳入局（IRD）の査定実務慣行においての近
年の変化

1991年の税務上訴委員会の判決D43/91により、総
収入または売上高に基づいて課される外国課税は、
利益が得られたかどうかにかかわらず、利益の処分に
は該当しませんでした。このように、D43/91は、その
総収入が香港においても課税対象となる場合、当該外
国課税では当該総収入の獲得のためにかかった支出
及び経費として、IROのセクション16（1）に含まれる一
般的な損金算入に関する規定に従い、損金算入項目
として認めていました。

IRDは以前、前述の判決を受け入れ、1997年7月に発
行した実務解釈方針（DIPN 28）において、利子または
ロイヤリティから得られる総収入に課される外国の源
泉徴収税（以下「源泉税」）の損金算入を認めることを
受け入れました。

このように従来の法的見解と査定実務慣行は、非
CDTA締結国・地域の外国源泉税がCDTAに基づく税
額控除にはならないものの、香港では損金算入項目と
することができました。言い換えれば、CDTAがなくても、
香港における納税者は上記の状況において、IROのセ
クション16（1）に基づく外国源泉税の損金算入を通じ
て、二重課税に対する片務的な税額控除をすることが
できました。

しかし、IRDは先月、1997年7月に発行されたDIPN
28の改訂版を発行しました。改訂DIPN 28において、
IRDは一般的に、利益又は所得に対する租税は利益
の処分であり、IROのセクション16（1）に基づく損金算
入可能な支出又は費用ではないと述べています。具体
的には、改訂DIPN 28では、「セクション16（1）（c）の
規定を前提として、利益又は所得（例：ロイヤリティに
対する源泉税、ライセンス料、サービス料、マネジメント
料）に対する外国課税は損金不算入となる」2ことを述
べています。

セクション16（1）（c）に対する最近の改定

従来は、IROの特定のみなし規定に基づいて、査定可
能とみなされた特定所得（または利益）に課される外国
税額は、CDTA締結国・地域であるかどうかにかかわら
ず、IROのセクション16（1）（c）に基づく損金算入を認
めていました。

すなわち、納税者は従来は、CDTA締結国・地域で発
生した外国課税について、次のいずれかを行使できる
選択肢がありました。

（i）関連するCDTAに基づく香港での税額控除

（ii）IROのセクション16（1）（c）に基づく損金算入

しかし、2018/19査定年度から適用される、IROのセ
クション16（2J）に含まれる新たに追加された規定は、
前述のとおり非CDTA締結国・地域で発生した利子所
得に対する外国課税にのみ、IROのセクション16（1）
（c）に基づいて損金算入が可能であるとしています。

CDTA締結国・地域で生じた外国課税については、納
税者は、関連するCDTAに基づいて納付された外国税
額の税額控除のみが利用可能となります。

IRDは、国際慣行では、CDTA締結国・地域において、
CDTAが検討する範囲においてのみ、二重課税の軽
減措置が認められるべきであるとしました。したがって、
香港の既存のすべてのCDTAで税額控除アプローチ
が採用される一方、今回の改訂で追加されるセクショ
ン16（2J）は、非CDTA締結国・地域で支払われた外
国課税のみを対象として、セクション16（1）（c）に基づ
く損金算入による二重課税に対する片務的な税額控
除の適用を制限することになります。

上記の変更による実務への影響

利子所得に対する外国課税

以下の設例に示すように、IROのセクション16（1）（c）
の最近の改定は、香港支店を運営している外資系銀
行の税務ポジションに悪影響を及ぼす可能性があり
ます。

設例

あるドイツ系銀行の香港支店は、中国の借手に資金
を貸し付け、同借手から得た利息収入は中国本土の
源泉税の課税対象となります。当該利息収入は、上
述のIROのみなし規定に従い、香港で課税対象となる
可能性があります。

IRDの査定実務慣行の最近の変更及びセクション16
（1）（c）の改定条項により、当該香港支店は、中国本
土で生じた源泉税に対し、IROセクション16（1）（c）に
基づく損金算入することができなくなります。つまり、
中国本土は、IROのセクション16（1）（c）の改定条項
におけるCDTA締結国・地域に該当するため、損金算
入が認められないことになります。

さらに、当該香港支店が所属するドイツ系銀行は、香
港の税務上の居住者として認められる可能性が低い
ため、当該香港支店は、中国本土と香港間のCDTA
に基づき、中国本土で発生した源泉税を香港にて税
額控除の対象とすることもできません。

2. ただし、改訂DIPN 28では、利益又は収入を基礎として計算されない

次の租税についても、損金算入の対象となる場合があると述べてい
ます。
► 不動産税
► 車両免許料
► 商品関税
► 払込資本税
► 商品及びサービス税
► 付加価値税
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この場合、当該ドイツ系銀行は中国本土で生じた源泉
税について、（i）ドイツ国内の片務的な税額控除（利用
可能な場合）を適用するか、または（ii）中国本土とドイ
ツ間のCDTAに基づく双務的な税額控除を適用するか
という、どちらかを選択することが可能です。ただし、当
該ドイツ系銀行の香港支店の所得がドイツ国内で非課
税となる場合、ドイツでは片務的または双務的な税額
控除が認められない可能性があります。この結果、当
該ドイツ系銀行の香港支店は、中国本土と香港での二
重課税についての税額控除が認められなくなります。

香港居住の現地銀行がCDTA締結国・地域において、
外国源泉税の課税対象となる場合、納付済み源泉税
に対し、セクション16（1）（c）に基づく損金算入が認め
られなくなる一方で、当該銀行は、香港で税額控除を
するために、当該納付した外国源泉税の証拠書類の
提供などの、より煩雑な手続きを行う必要があります。

非利子所得に対する外国課税

上記で説明したIRDの新たな査定実務慣行の下では、
納税者は、利益が得られるかどうかにかかわらず、非
利子所得から得られる総収入に対して課される外国源
泉税について、IROのセクション16（1）に基づく損金算
入ができなくなります。したがって、このような外国源泉
税が非CDTA締結国・地域で生じた場合、納税者は当
該外国源泉税を香港で税額控除も損金算入もできな
いことになります。

香港で課税対象となる所得に対する、CDTA締結国・
地域での外国課税（源泉税またはその他）について、
納税者は、香港と当該国・地域との間に締結している
CDTAに基づく税額控除を通してのみ、二重課税を防
止することが可能です。

ただし、香港の納税者が、CDTA締結国・地域で外国
源泉税を支払う査定年度において欠損を生じる場合、
当該納税者は新たな査定実務慣行に基づき、外国源
泉税に対する防止措置を利用できなくなることに注意
する必要があります。これとは対照的に、IRDの従来の
査定実務慣行では、このような外国源泉税は、少なくと
もIROのセクション16（1）に基づいて損金算入が可能
であった結果、納税者の税務上の繰越欠損金の一部
として繰延られていました。

論評

香港のCDTAネットワークは現在、オーストラリア、ドイ
ツ、シンガポール、アメリカなどの多くの主要貿易相手
国まで広がっていません。

このように、非CDTA締結国・地域で生じた、ロイヤル
ティ及びサービス料に課される源泉税について、IRO
のセクション16（1）に基づく損金算入という形式での
片務的な税額控除が欠如することから、これが香港
が国際的なライセンス事業や地域統括会社のハブと
しての魅力を減退させるかもしれません。

IRDの法規解釈と査定実務慣行の変更を裏付けるた
めの海外判例の一部を引用する一方で、改訂DIPN
28はD43/91の判例を言及せず、IRDがD43/91判
決に従わなくなった理由も説明していません。改訂
DIPN 28で引用された海外事例はすべて、総収入に
対する課税ではなく、利益に関係しているように思わ
れ、IRDの新たな立場を正当化するには説得力が足り
ないのではないかと思われます。

将来起こりうる税務訴訟を最小限に抑えるために、ま
た香港の税制競争力への潜在的な影響を考えると、
IRDは今回の査定実務慣行の変更に対し、一定の法
的根拠と政策的考慮事項を詳述することが望ましい
でしょう。

納税者は、上記の変更が業務や運営体制にどのよう
な影響を与えるかを検討する場合、税務専門家へご
相談ください。
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